
同一労働同一賃金

山梨働き方推進支援センター

特定社会保険労務士 酒井善明



セミナー目次

はじめに～裁判例紹介～丸子警報器事件
Ⅰ 同一労働同一賃金とは
Ⅱ パート有期雇用労働法について
Ⅲ パート有期雇用労働法の適用の範囲
Ⅳ 同一労働同一賃金ガイドラインの内容
Ⅴ 待遇差の説明義務
Ⅵ ガイドラインが説明していない項目について
Ⅶ 支援策について

目次

１



1．丸子警報器損害賠償請求事件

女性の臨時社員の賃金が女性正社員の8割以下の場合は公序良俗に反し違法として、差額賃金相当の損害賠償を命
じた

長野地裁 上田支部 平8.3.15判決 労判690号32ページ

［1］事件の概要

自動車用警報器等の製造販売を業とする会社（被告）において、正社員については年功序列の賃金体系が定められ
ているのに対し、女性臨時社員は、正社員の賃金より元々低額な上、勤続年数が長くなるほどその格差が拡大するほ
か、一時金、退職金も低額に定められていた。
組立ラインの作業に従事する女性臨時社員28名（原告・勤続4～25年）は、①被告が女性に対してのみ、未婚者は

正社員、既婚者は臨時社員として採用し、その地位に留めて低い賃金を支払っていることは労働基準法4条に違反す
ること、②臨時社員という地位を未婚・既婚で区別することは労働基準法3条（均等待遇）に違反すること、③正社
員と臨時社員が同一労働に従事しているにもかかわらず、臨時社員に低い賃金を支払うのは同一労働同一賃金という
公序良俗に反することを主張し、被告に対し、不当な賃金差別による損害賠償を請求した。

（均等待遇）
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

労基法

（男女同一賃金の原則）
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

（公序良俗）第９０条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

民法
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［2］判決要旨

労働基準法3条、4条は、いずれも雇入れ後の労働条件についての差別を禁止するものであり、雇入れの自由を
制限するものではない。同一（価値）労働同一賃金の原則が、労働関係を規律する一般的な法規範として存在して
いると認めることはできず、基本的には契約自由の原則が支配する雇用契約における公序良俗の問題となるが、こ
れまでの日本社会においては、年功序列、職歴による賃金加算、扶養家族手当の支給などの制度が設けられており、
同一（価値）労働同一賃金の原則が単純に適用されているわけではない。しかも、労働価値が同一であるか否かを
客観性をもって評価判定することは著しく困難であって、これに反する賃金格差が直ちに違法になる意味での公序

とみなすことはできない。
同一（価値）労働同一賃金原則の根底には、およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均

等待遇の理念が存在し、これは人格の価値を平等と見る市民法の普遍的な原理と考えるべきであり、この理念に反
する賃金格差は、使用者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、公序良俗違反の違法性を招来する場合があ
る。原告ら臨時社員と、同じライン作業に従事する女性正社員の業務は、職種、作業の内容、勤務時間および日数
等が同様であること、臨時社員の勤務年数も、長い者では25年を超えており、長年働き続けるつもりという点でも

女性正社員と何ら変わりがないことなどから、その外形面および内面においても同一といえる。
したがって、臨時社員においても正社員と同様ないしこれに準じた年功序列的な賃金の上昇を期待するのも無理

からぬところであって、このような場合、被告においては、一定年月以上勤務した臨時社員には正社員となる途を
用意するか、正社員に準じた年功序列制の賃金体系を設ける必要があった。原告らを臨時社員のまま固定化し、2
カ月ごとの雇用期間を形式的に繰り返すことにより、女性正社員との顕著な賃金格差を維持拡大しつつ長期間の雇
用を継続したことは、前記均等待遇の理念に違反する格差であり、公序良俗違反として違法となる。もっとも、均
等待遇の理念も抽象的なものであって、その判断に幅がある以上は、その違いに応じた待遇の差に使用者側の裁量
もある程度は認めざるを得ないところであり、本件における諸事情の下では、原告らの賃金が、同じ勤務年数の女
性正社員の8割以下となるときは、許容される賃金格差の範囲を明らかに超え、その限度において被告の裁量が公

序良俗に違反し違法となる。
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Ⅰ－１ 同一労働同一賃金の概要と目的

（概要・目的）
～少子高齢化の進行による生産年齢口の減少、働くスタイルの多様化、非正規労働者の増加等の課
題・変化への対応する必要、そのためには労働生産性の向上や、従業員満足度の向上を実現する環境
づくりが求められています。
そして、その対応のひとつが、国の「働き方改革」です。
～同一労働同一賃金とは、働き方改革の４つの重点施策一つで、労働によって同じ付加価値を生み

出す人には、同じ賃金を支払うべきとする考えが基本にあります。
～具体的には、非正規労働者が、その仕事ぶりや能力を適正に評価され、意欲と誇りを持って働け

るよう正規、非正規という雇用の形態の違いに起因する不合理な待遇差の解消を目指して導入された
ものです。
また、それにより生産性の向上も期待できる。

(基本となる法律）
◎ 改正前の労働契約法第２０条（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）が、新た
にパートタイム労働法に統合され、「パートタイム・有期雇用労働法（短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律）」へと改正され、これが基本となる法律となりました。
◎ パートタイム・有期雇用労働法は、次のように施行されています。
【大企業】 2020年4月1日
【中小企業】 2021年4月1日

①長時間労働の是正
②正規・非正規間の格差是正
③多様で柔軟な働き方の実現
④生産性の向上

Ⅰ 「同一労働同一賃金」とは、（改めて確認しよう。）
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◎ 法施行により「同一労働同一賃金（正規・非正規）」の不合理の是正には就業規則の見直しが不可欠です。

○ 中小企業の改正パート・有期雇用労働法の施行は２０２１．４～

同一労働同一賃金での見直すべき就業規則は次の７項目(判断についてガイドライン（H30．厚労省告示430号））

この法は、同じ会社の中での、雇用形態の違いに起因する不
合理な待遇の違いを禁止するもので、法律違反は、罰則こそ
無いが、放置すると損害賠償請求のリスクまた、労働局等か
ら行政指導、勧告されることがあるよ。

① 基本給 ② 各種手当 ③ 福利厚生 ④ 賞与 ⑤ 休暇 ⑥ 退職金 ⑦ 教育訓練

判断にあたり留意点すること

① 必ず正社員（法では「通常の労働者」と規定。）を比較の対象とする。
② 見直し結果によっては、人件費が増加する場合がある。
③ 結果から正社員の待遇を変更する場合、それが不利益変更にならないか注意する。

Ⅰ－２ パート有期雇用労働法施行に伴う措置の必要性
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Ⅰー３ パート・有期雇用労働法（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律）の改正ポイント

１ 改正の目的は「正規」と「非正規」の間にある不合理な待遇差が、非正規の労働意欲を奪い、生産性を低
下させているとの考えから、社内での「正規」と「非正規」の間にある不合理な待遇差を解消するというもの

です。

２ このため、パートタイム労働法が、労働契約法、労働者派遣法の３つの法律が改正されました。
① パートタイム労働法 ＋ 労働契約法(第２０条） パート・有期雇用労働法
② 改正労働者派遣法 （派遣先の情報提供義務、派遣先の派遣料金配慮義務、派遣先の労働者との均等・

均衡）

賃金決定の要素
① 年齢、勤続年数（年功給）
② これまでの貢献度などを含めた労働者個々の総合的な能力に着目（職能給）
③ 雇用形態の違いに着目（正規か、非正規かの違いで類似の職務についていても賃金差が発生）

※改正前の労働契約法第２０条（期間の定めがあることによる不合理労働条件の禁止）
～～～同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働条件と相違する場合においては、当該
労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（職務の内容）、当該職務の内容及び配置変
更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

上記の内容が、パート・有期雇用労働法の第８条（不合理な待遇の禁止）、第９条（通常の労働者と同
視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的扱いの禁止）に統合された。

６

日本では、同じ仕事でも雇用形態の違いで賃金額に差があるのでは？



厚労省～不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル8頁より
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Ⅰー４ パート・有期雇用労働法の３つの要点

１ 不合理な待遇差の禁止（法第8条（均衡待遇）、第9条（均等待遇））

（正社員⇔短時間・有期雇用労働者）

不合理な待遇差があるかどうかは、個々の待遇の種別ごとにその性質・目的を考慮し、労
働者の①職務の内容（業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度）、②当該職務の内容及
び配置変更の範囲（人材活用の仕組み）、③その他の事情を考慮し、判断されます。

２ 待遇に関する説明義務の強化(法第14条）

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときや、雇用した短時間・有期雇用労働者から
求めがあったときは、正社員との間の待遇の相違の内容及び理由について説明をする義務が課さ
れました。

３ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争手続（行政ADR)の規定整備(法24条・25条）

都道府県労働局長は、短時間・有期雇用労働者と事業主との間で、その待遇差等に関する紛争が
起こった場合で、当事者の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合の助言、指
導、勧告をすることや、紛争調整委員会に調停を行わせるための規定が整備されました。

８



Ⅰ－５ 改正労働者派遣法（２０２０年4月施行）の要点 （その１）

１ 改正目的 ⇒ 同一労働同一賃金の実現（正社員との待遇差の是正）

①目的：派遣社員と派遣先の正社員との間の不合理な待遇差を解消する。
②適用範囲：基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練など全ての待遇が対象
③待遇決定の基準：雇用の形態ではなく、「職務の内容」「配置の変更」「その他
の事情」に基づき待遇を決定。

２ 労働条件・賃金以下の２つの方式とする。

① 派遣元は、派遣先の通常の労働者との待遇の均衡・均衡を確保するため以下のいずれかの方法を行う必要。

ア 「派遣先均等・均衡方式」～派遣元は、派遣先から同業、同程度の能力・経験がある正社員の待遇情報
を取得 し、均衡のとれる賃金決定する必要がある。 ※ただし、この方式は、派遣先が変更されると賃金
等が、その度に変動するという欠点もある。
・ 派遣先から派遣元会社への情報提供義務付け～待遇情報の提供が無い場合は派遣契約は締結できない。
・ 派遣元会社が、派遣労働者の待遇が確保できるよう派遣先が派遣料金上での配慮義務

イ 「労使協定方式」～派遣元会社と、そこの労働組合、或いは労働者代表の間で、賃金の取り決めを行う
方式。厚労省の示す職種ごとの一般賃金等をベースにして、派遣地域の同種の業務、同程度の能力・経験の正
社員の待遇と同等の待遇を確保する。一般賃金ベースを下回る賃金での労使協定を結ぶことはできない。

※ 一般賃金等とは、業務の種別、能力・経験、派遣される会社の所在する地域ごとの無期雇用、フルタイムの
労働者の一般的な賃金額を統計的に得た賃金等の額です。職業安定局長が適用前年8月に公表しています。
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１－６ 一般賃金とは

１ 労使協定方式での賃金決定方式

協定対象派遣労働者と同業同種
の労働者の一般賃金額 ≦ 協定対象派遣労働者の賃金

具体的には、厚労省の示す「一般基本給・賞与」「一般通勤手当」「一般退職金」と対象派遣労
働者の賃金等を比較して、これらの一般基本給・賞与等を下回る賃金等の決定はできません。

一般基本給・賞与決定手順

一般基本給・賞与等の額 ＝ 「基準値（０年）×能力・経験調整指数×地域指数」 ※1円未満切り上げ

①使用する統計調
査を労使で選択

②比べる職種を
決める

③能力・経験調整
指数を決める

④地域指数
を決める

賃金構造基本統計調査、
職業安定業務統計のい
ずれか選択

当該派遣労働
者に対応する
一般賃金

毎年８月に次年度適用の一般賃金に関する厚労省職業安定局長の通知が発出。
令和８年度適用については、令和７年８月２５日付け職発０８２５第１号で職業安定局
長の通知が発出されているので、参照してみてください。

厚労省が示す「一般賃金」の額を
下回った賃金の決定は出来ません。
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１１

全国を１００とした数値

統計数
値は、
中途採
用者を
含み、
通勤手
当含む
ことか
らその
分を調
整

この指数は、対象派遣労働者のスキル・熟練度を年数で評価。単純な経験年数ではない。



２ 人材派遣会社から派遣社員への説明の義務化

① 派遣元は,派遣時、求めがあったとき待遇についての説明を義務化
② 派遣先における派遣社員の苦情処理の義務化～過労、育児、介護について派遣元と共に対応することを義
務化
３ その他

① 雇用安定措置（３年の派遣期間満了後の措置（派遣先での直接雇用・別の派遣先での就労・派遣元
での期限なしの雇用）
② マージン率等の開示義務 ③ 日雇い派遣の原則禁止（６０歳以上や学生などの例外を除き,３０日
以内の派遣は原則禁止。）
③ 離職後１年以内の元社員を派遣労働者として受け入れることは禁止（６０歳以上の定年退職者は例
外）

一般通勤手当～一般の労働者の通勤手当に相当する額と同等以上を確保する。２方式を示した。

①実費支給により確保する方式。②一般の労働者の１時間当たり通勤手当を時給にプラス方式（令
和７年８月２５日職発０８２５第１号（以下「局長通知」という。）第２の２の（２）ではその額
を「７９円」としている。よって、その額が一般の労働者の通勤手当に相当する額として一般賃金
額に加算される。）

一般退職金～労使協定を締結する派遣元の退職手当と比較する場合他２つの場合を提示

①退職手当制度で比較～退職手当制度があるその制度は、場合局長通知別添４で示す制度以上

②一般の労働者の退職金に相当する額と同等以上を確保する場合～局長通知第２の３の（２）でその割合を
「５％」としている。よって、前払いの場合、一般賃金・賞与等にその５％を加えて支給する。

③中小企業退職金共済制度に加入する場合には、一般賃金・賞与等に５％を乗じて得た額を費用とする。
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（不合理な待遇の禁止）
第8条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、
当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業
務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の
範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮し
て、不合理と認められる相違を設けてはならない。

（通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止）
第9条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者（第11条第1項において「職
務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。）であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、
当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の
職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの（次条及び同項において
「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。）については、短時間・有期雇用労働者で
あることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

Ⅱ－１ 待遇差の判断の基本となる規定の確認

Ⅱ パート・有期雇用労働法について

１３



Ⅱー２ 不合理か否かの判断の指標

１ 職務の内容

業務の内容 ＋ 責任の程度

「業務の内容」とは、いわゆる仕事の内容のこと。
同じ業務の内容といえるかどうかは、厚生労働省
編職務分類の細分類を目安として確認し、主な業
務を比較して、実質的に同一と言えるのかを判断。
（例）会社・団体受付係
事務補助員
百貨店・スーパーマーケット販売店員
情報システム営業員
パン・焼き菓子製造工
電気配線工事作業員

「責任の程度」とは、主に次のような判断指
標が挙げられます。

①与えられている権限（単独で締結可能な金
額の範囲、管理する部下の数、決裁権限範囲
等）、
②トラブル発生時や臨時・緊急時に求められ
る対応の程度、
③トラブル発生時・緊急時に求められる対応
の程度、
④ノルマ等の成果への期待の程度、⑤所定外
労働の有無及び頻度、など

※例えば、正社員と短時間・有期雇用労働者が同じ業務をしていたとしても、部下に指揮命令行う権限や、トラブル発生
時の対応が求められることなど、責任の程度に違いが見られる場合には、「職務の内容」は異なると考えられ、その職務
の違いに応じた待遇差については許容されることになります。この職務の内容などは、就業規則や、職務記述書に明示し
ておくと説明がし易い。

１４

「職務の内容」「職務の内
容・配置変更範囲」「その他

の事情」とは？



２ 職務の内容、配置の変更の範囲(人材活用の仕組み）

日本の雇用システムでは、終身雇用など長期的な人材育成を前提に処遇に関する制度が構築されている例が多く、
この様な人材活用の仕組みに応じて待遇の違いが生じることは合理的と考えられています。
ここでは、転勤の有無、見込み、範囲（全国転勤、地域限定等）人事異動による配置転換や昇進等の有無、範囲が
どのように異なるのかで待遇差を判断することになります。

３ その他の事情

「職務内容」「人材活用の仕組み」以外に「その他の事情」の違いが、待遇差の判断要素となります。それには
様々なものが考えられますが、具体例としては、次のようなものがあります。
① 職務の成果、能力、経験 ② 合理的な労使の慣行 ③ 労使交渉の経緯 ④ 定年後の継続雇用 ⑤正社
員登用制度の有無

◎ 正社員、パートタイマー、契約社員、定年後再雇用等、雇用形態区分が複数存在する場合にそれぞれの待遇
差の合理性について検証する際は、雇用形態間で「職務の内容」「人材活用の仕組み」どのような違いがあるの
か整理しておくことが重要です。
◎ それぞれの雇用形態ごとに、職務の内容、人材活用の違いを明確にし、またその違いに応じた待遇を明示し
た就業規則を制定し、適用することも、有効です。

１５



正社員A 契約社員B

職務の内容

（役職）飲食店の運営マネージャー
（業務内容）
・店舗の売上げ管理、店舗運営全般の管理
・人材育成の責任者
・必要に応じて時間外労働、休日出勤あり

（役職）店舗内スタッフ
（業務内容）
・現場オペレーション
・所定外労働は,原則としてない。

人材活用の仕組み
・他店への転勤（全国規模）あり
・地区マネージャーへの昇進あり

・店舗間の異動なし
・昇進なし（仕事の内容の変更はない）

その他の事情
・勤続１０年目。
・店舗運営経験あり
・当期売上げ前期比１５％増の達成目標あり

・勤続６か月（前職は営業事務、飲食店での業
務経験なし
・正社員への登用制度あり

正社員と短時間・有期雇用労働者の比較具体例

１６

職務分掌規程、職務記述書での確認
も必要かも？



Ⅲ 同一労働同一賃金の適用範囲

（適用上の留意点）
◎ 同一労働同一賃金のルールは、正社員と短時間・有期雇用労働者との間に適用されます。
◎ 正社員（無期雇用、フルタイム）同士の待遇差や、短時間・有期雇用労働者同士の待遇差や、他社の労働
者との待遇差については、適用されません。

※ 法規制が適用されない例

◎ 正社員同士の待遇差（給与テーブルの違い、地域間格差）
◎ 短時間・有期雇用労働者同士の待遇差
◎ 他社の正社員、短時間・有期雇用労働者との待遇差 等

◎派遣労働者の同一労働同一賃金（改正労働者派遣法（２０２０,４月１日施行）

① 派遣元事業主（人材派遣会社）は、派遣先労働者との均衡・均等方式/一定の要件を満たす労使協定による待遇決定方式の
いずれかにより、派遣労働者の均衡・均等待遇を確保することが求められる。
② 派遣労働者を受け入れる事業主（派遣先）は,比較対象となる自社の正社員の待遇に関する情報を派遣元事業主に提供義務。
③ 派遣先事業主は、派遣元事業主が上記①,②を遵守できるよう、派遣料金について配慮することが求められる。

１７

フルタイム無期転換者の扱
いは、短時間でも有期にも
該当せず、パート有期雇用
労働法の対象外になります。



Ⅳ 同一労働同一賃金ガイドライン（平３０,１２，２８，厚労省告示４３０号）の内容

待遇差の見直しのポイント

これで、待遇差の解消に向け原則となる考え方、具体例について基本給、賞与、手当等の順に示しています。

１８日本商工会議所編「同一労働同一賃金」まるわかりBookより



１９

詳細は、
ガイドラ
インの本
文で確認
してくだ
さい。



２０



Ⅴ 待遇差の説明義務

○ 短時間・有期雇用労働者を雇い入れたとき及び、雇い入れた短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合に、その短
時間・有期雇用労働者と通常労働者との間の待遇の相違の内容やそれが生じた理由について説明することが事業主に義務つ
けられました。また、待遇差の内容や理由等の説明を求めたことを理由とした、不利益な扱いをすることは禁止されました。
（パート有期雇用労働法（以下「法」という。）第１４条）

雇い入れたとき（法第１４条第１項）

○ 短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、
賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、通常の労働者（正社
員）への転換等の雇用管理上の措置の内容について、当該短
時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

説明の求めがあったとき（法第１４条第２項）

○ その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあっ
たときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者
（正社員）との間の待遇の相違の内容及び理由並びに上記
の労働条件の決定等にあたって考慮した事項について、当
該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。

私と、正社員Bさんは、
同じ仕事しているのに、
どうして基本給、手当、
休暇日数などが違うの
ですか？

従業員 A
正社員のBさんは、将来
会社の業務の中核を担っ
ていく社員で、非正規社
員のあなたとは、会社の
期待値が違う。それが待
遇の違いの理由です。

人事担当 C

× このような抽象的な説明では、全く不適切です。 ２１



Ⅴ－２ 待遇差の説明義務のポイント

１ 説明にあたって比較対象とする通常の労働者は誰か？

厚労省「不合理な待遇解消のための点検・検討マニュアルより

職務の内容
が最も近い
正社員が比
較の対象に
なります。

２２



厚労省「不合理な待遇解消のための点検・検討マニュアルより」
２３

比較対象労働者

取組対象労働者



厚労省「不合理な待遇解消のための点検・検討マニュアルより
２４



厚労省「不合理な待遇解消のための点検・検討マニュアルより ２５



厚労省「不合理な待遇解消のための点検・検討マニュアルより
２６



不合理な待遇差解消のための点検マニュアル33頁 ２７



２８

※取組対象労働
者～パート有期
雇用労働法の対
象となる労働者
のこと、パート､
有期雇用労働者

が該当。

※比較対象労
働者～不合理
な待遇差の有
無を検証する
ために取組対
象労働者と比
較する通常の
労働者（いわ
ゆる「正規
型」の労働者
及び事業主と
期間の定めの
ない労働契約
を締結してい
るフルタイム
労働者）が該
当。

厚労省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」より



２ 待遇差の内容と理由として、何を説明するか

① 比較対象となる通常の労働者（正社員） ⇨ 比較する理由

② 待遇差の相違とその内容

ア どのような業務内容の正社員と比べて，対象有期雇用社員の待遇がどうなっているかを明確にする。

イ 基本給、賞与、各種手当について、比較対象となった正社員との間でどのような違いがあるか具体的に示す。

ウ 相違がある理由

説明の根拠要素【１】職務内容～業務の範囲や責任の程度
【２】成果・能力～実績や技術、経験（熟練度、技
術）
【３】配置転換・異動の有無～転勤や配置転換の可
能性
【４】労使交渉の経緯、その他

エ 福利厚生や教育訓練について

慶弔休暇、健康診断、社員食堂、研修制度について、正社員との違いと、その理由を説明する。

２９

退職再雇用者
の場合、組合
交渉や、年金
の影響も



厚労省「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書より」

３０



３１



管理能力・成長期待値

３２



(参考）名古屋自動車学校事件 最高裁R5.7.20

(事件概要）～名古屋自動車学校に正社員として勤務し、教育指導員の業務に従事していた原告2名が、定年再雇用され、嘱
託社員として定年前と同様の教育指導員の業務に従事していた。しかし、基本給は、原告A（181，640円⇨81，738円(▲５
５％）、原告B（167，250円⇨81，700円(▲５１％），その他賞与、手当も減額となった。この正社員と嘱託社員との間の
給与と賞与の相違は、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を定めた労働契約法旧２０条に違反すると
主張し、差額についての損害賠償等を求め、自動車学校を提訴。
◎名古屋高裁～定年退職時の基本給の額の６０％を下回る部分と賞与が定年退職時の基本給の６０％に所定の掛け率を乗じ
て得た額を下回る部分は労働契約法旧20条にいう不合理と認められるものにあたる。
◎最高裁～ 略～不合理に該当するかどうかを検討するにあたっては、「他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における
基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働
条件の相違が不合理と評価することができるものであるか、否かを検討すべきである。～略～原審は、正職員の基本給、～略
～嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を何ら検討していない～～(判断)破棄差し戻し（高裁での審理のや
り直し)命じた。

詳細は、判決文を参照してください。

単に、％だけで
は、無いという
ことか。

３３



例 基本給の決定基準

正社員の基本給の規定例

（基本給の決定）
第○条 正社員である従業員の基本給は、当該者の職務の内容に応じた職務遂行能力等をグレードに区分
した基本給テーブルにより、決定するものとする。基本給テーブルの詳細及びその運用方法については，
人事評価制度規定に定めるところによる。基本給は、月額で定めるものとする。雇い入れ時の基本給は、
労働契約書に明示する。2年目以降の基本給は、辞令により発令する。

別に定める給料表に格づける。

パート有期雇用職員の賃金決定

（時給決定要素情報）
・競合他社の時給、近隣エリア時給、労働市場全体の時給～賃金構造基本統計調査職種別平均賃金（時
給換算）、職業安定統計求人賃金・賞与（時給換算）、本人の業務遂行能力

契約社員就業規則等で基本給の性質、目的等を定める方法も

※ 例えば、正社員の場合は、職種別に職種別職能資格職能給、有期雇用社員は、職務により職務給＋習熟
給を定める。方法もある。
その場合でも、正職員との間での職務の内容や、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮した均等、均衡を
考える必要がある。そうでないと説明ができない。
なお、賃金決定に当たり、そのものの持つ性質を考慮することは当然のことです。
①労働力の再生産費用。②労働力の需要価格 ③労働市場場需給相場

３４



別テーブル等級フレーム例

３５



３ 短時間・有期雇用労働者に説明する際の説明の仕方

① 説明は、短時間・有期雇用労働者が説明内容を理解することができるよう資料を活用して口頭で説明することが基本。

その他の資料例～就業規則、賃金規程、通常の労働者の待遇内容を記載した資料など

３６



厚労省「不合理な待遇解消のための点検・検討マニュアルより
３７



ガイドライン～ガイドラインの第２の「基本的な考え方」にお
いては「～～なお、この指針に原則となる考えが示されていな
い退職手当，住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当し
ない場合についても不合理な待遇差の解消が求められているた
め、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論していく
ことが望まれる。」としている。

Ⅵ ガイドラインが示していない退職手当、家族手当、住宅手当等について

一方、右の厚労省発行の「不合理な待遇差解消のための点
検・検討マニュアル」の４６頁以下には、ガイドラインに上
記のように原則となる考えが示されていない手当等について、
裁判で争われた結果が「参考情報」として掲出されている。
特に、退職手当、扶養手当、住宅手当などについては、企

業が優秀な正社員の募集、長期の定着などを目的に創設し、
そもそも短期の雇用の契約社員を想定していないケースもあ
ることから、
今後その扱いを検討する場合もあろうかと思われる。
勿論、掲出してある事例は、特定のケースについての判例

であるが、今後の就業規則の改正検討に際して参考となる情
報が含まれているものと考える。
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４０



４１



４２



４３
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４５



４６

トラブルを防止する
には、その待遇を設
けた趣旨、目的を明
確に就業規則、賃金
規程等に明示するこ
とも必要かも。
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Ⅶ 支援策について

１助成金（例）

２ 支援ツール

３ 相談支援窓口の設置

山梨働き方改革推進支援センター(厚労省受託事業）では、電話、来所相談、派遣相談を無料で行っています。

４８



長時間ありがとうございました。


	スライド 1: 同一労働同一賃金
	スライド 2: セミナー目次
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5: Ⅰ－１　同一労働同一賃金の概要と目的
	スライド 6
	スライド 7: Ⅰー３　パート・有期雇用労働法（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律）の改正ポイント
	スライド 8
	スライド 9: Ⅰー４　パート・有期雇用労働法の３つの要点
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50

